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仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、国道47号の国道４号交差点から

山形県境までの維持管理を行っています。

鳴子国道維持出張所のホームページはこちら↓  

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/naruko/

の

令和５年 ９月 ２１日（木） ～ ３０日（土） まで

運動の重点

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

飲酒運転等の根絶

反射材使用品等の着用推進・早めのライト点灯を！
飲酒運転をしない、させない・妨害運転も絶対に

やめましょう。

子どもと高齢者の安全な通行の確保

反射材使用等の着用促進

自転車前照灯の点灯の徹底

自転車等のヘルメット着用・

交通ルール遵守の徹底

９月３０日(土)は

「交通死亡事故ゼロを目指す日」です

道路状況監視中
鳴子国道維持出張所では国道47号

（山形県境～古川4号交差点まで）の

道路維持管理を行っております。

カメラによる道路状況の監視もしております。

道路は大切な公共用財産です。

ゴミは不法投棄せず、お持ち帰りくださるよう

皆様のご協力をお願い致します。

鳴子峡の紅葉は例年10月下旬から11月上旬にかけて

見頃となりますが、渋滞が予想されます。 リアルタイム

情報提供では、国道47号の道路情報などを知ることが

できます。移動の際に是非お役立てください。

リアルタイム情報提供

QRコードでリアル

タイムへGO!

過去の渋滞状況


